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岩手県学童保育連絡協議会規約 

  (名称) 

第１条 この会は、岩手県学童保育連絡協議会という。 

 (目的) 

第２条 この会は、岩手県内の学童保育クラブの指導員と保護者等が協力・連携し、学童

保育の普及と発展に寄与することを目的とする。 

 (構成) 

第３条 この会は、学童保育クラブ又は保護者会、その他学童保育に関心のある団体及び

個人の会員をもって構成する。 

（１） 一般会員   

     学童保育クラブ又は保護者会 

（２） 団体・個人会員 

       本規約を認め入会した団体及び個人 

 (事業) 

第４条 この会は、会の目的を達成するため次の事業を行なう。 

（１） 学童保育の研究と改善のための事業 

（２） 学童保育づくりの指導と援助に関する事業 

（３） 指導員、父母、子どもの交流と親睦を図る事業 

（４） 学童保育の施設や、保育内容の改善、指導員の労働条件改善のための事業 

（５） その他、学童保育の発展に必要な事業 

(加入及び退会) 

第５条 この会に加入又は退会するときは、書面で会長に届出しなければならない。 

(議決機関) 

第６条 この会の議決機関として総会及び運営委員会をおく。 

（１） 総会 

① 総会は毎年６月に開催する。ただし、会員の３分の１の要求があったとき並

びに運営委員会が特に必要と認めた場合は臨時に開催することができる。 

② 総会の付議事項は次のとおりとする。 

ア） 活動方針 

イ） 予算及び決算  

ウ） 規約の変更 

エ） 他団体への加入及び脱退 

オ） その他必要な事項   

③ 総会は、過半数の代議員の出席によって成立する。ただし、委任状の出席も

認める。  

④ 代議員の選出区分は次のとおりとする。 
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ア） 一般会員  世帯数４０未満 ２人 

 ４０以上 ３人  

イ） 団体・個人会員 

団体会員     団体の代表者 １人 

個人会員     会員当人 

（２） 運営委員会  

① 運営委員会は総会に次ぐ議決機関で、一般会員の代表者及び役員会で構成し、

次のことを決める。 

ア) 総会の議決に基づいた事項の運営 

イ) 総会までの補正予算 

ウ) 緊急を要する重要な事項 

エ) 諸規定の改廃 

オ) その他必要な事項 

② 運営委員会は会長が招集する。ただし、会員の３分の１の要求があった場合

は開催することができる。   

③ 運営委員会は、過半数の運営委員の出席によって成立する。ただし、委任状

の出席も認める。 

(役員会) 

第７条 この会に、次の役員をおく。 

（１） 会長 １名  

（２） 副会長 若干名  

（３） 事務局長 １名  

（４） 事務局次長 １名  

（５） 事務局員 若干名  

（６） 会計 １名  

（７） 会計監査 ２名 

  (顧問) 

第８条 この会に顧問をおくことができる。 

 (専門部) 

第９条 役員会に次の専門部をおく。 

（１） 総務部 

（２） 組織部 

（３） 研修部 

（４） ほいく誌部 

(事業年度) 

第１０条 この会の事業年度は、毎年４月１日より３月３１日までとする。 
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(経費) 

第１１条 この会の経費は、会費、寄付金及びその他の収入をもって充てる。 

(会費) 

第１２条 会費は次のとおりとする。 

（１） 一般会員 一世帯につき 年額  ７５０円  

（２） 団体会員 一団体につき 年額５，０００円  

（３） 個人会員 一人につき  年額１，０００円 

 

(付則) 

１．１９６９年１０月制定 

２．１９７１年 ６月１９日一部改正 

３．１９７５年 １月 ９日一部改正 

４．１９７６年 ５月 ９日一部改正 

５．１９７７年 ９月２５日一部改正 

６．１９７９年 ７月 ８日一部改正 

７．１９８１年 ６月 ７日一部改正 

８．１９８２年 ４月２５日一部改正 

９．１９８９年 ５月１４日一部改正 

１０．１９９３年 ５月 ９日一部改正 

１１．１９９７年 ８月３０日一部改正 

１２．２０１１年 ６月 ５日一部改正 

１３．２０１３年 ６月 ２日一部改正 

１４．２０２３年 ６月１８日一部改正 

 

 

 

 


